
資料３ 

令和５年度～７年度の専門部会構成メンバーについて  

 

 現在メンバー 

次に掲げる者のうちから構成 

（１）相談支援事業者 

（２）障がい福祉サービス事業者 

（３）保健・医療関係者 

（４）教育関係機関に所属する者 

（５）企業・雇用関係機関に所属する者 

（６）障がい者関係団体に所属する者 

（７）前各号に掲げる者のほか、協議会が必要と認める者 

  

  任期 

   3年（再任は妨げない） 

 


